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添付法令資料 1： 
 

モロッコにおける個人情報の取扱いに関する自然人の保護に係る 
2009 年 5 月 21 日付政令第 2-09-165 号（目次） 

 
 

第 1 章  個人情報保護の管理を行う国家委員会（第 1 条～第 22 条） 
第 2 章  意見、許可及び申告（第 23 条～第 28 条） 
第 3 章  一定の取扱い態様に対する特例（第 29 条～第 33 条） 
第 4 章  人の権利（第 34 条～第 45 条） 
第 5 章  国外への個人情報の移転（第 46 条～第 51 条） 
 
 
添付法令資料 2： 
 

韓国海外農業・山林資源開発協力法（目次） 
2017 年 3 月 21 日法律第 14656 号により一部改正 同日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 4 条） 
第 2 章  海外農業資源開発総合計画等（第 5 条ないし第 10 条の 2） 
第 3 章  海外農業資源開発投資会社等（第 11 条ないし第 22 条の 3） 
第 4 章  海外農業・山林資源開発に対する支援等（第 23 条ないし第 29 条） 
第 5 章  国際農業・山林協力事業（第 30 条及び第 31 条） 
第 6 章  補則（第 32 条ないし第 35 条の 2） 
第 7 章  罰則（第 36 条ないし第 38 条） 
附則 
 
 
添付法令資料 3： 
 

債務の管理に関する 2015 年 2 月 18 日付モンゴル国法律（目次） 
2016 年最終改正 

 
 
第 1 章  総則（第 1 条ないし第 6 条） 
第 2 章  債務の管理の分野における国家機関の権限及び職責（第 7 条ないし第 11

条） 
第 3 章  債務の管理に係る政策及び規制（第 12 条ないし第 22 条） 
第 4 章  債務の発生又は債務の管理の実施 
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 第 1 節  政府の対外ローン（第 23 条ないし第 25 条） 
 第 2 節  政府並びにアイマグ及び首都の有価証券（第 26 条ないし第 28 条） 
 第 3 節  転ローン（第 29 条ないし第 32 条） 
第 5 章  政府の債務保証（第 33 条ないし第 37 条） 
第 6 章  債務の管理に係る透明性及び監督（第 38 条ないし第 43 条） 
第 7 章  その他の規定（第 44 条ないし第 46 条） 
 
 
添付法令資料 4： 
 

課税目的のための財務情報アクセスについての技術ガイドラインに関する 
2017 年 5 月 31 日付インドネシア共和国金融大臣規則 No.70/PMK.03/2017（目次） 

同年 6 月 2 日施行 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条） 
第 2 章  範囲（第 2 条） 
第 3 章  国際協定実施の枠組みにおける財務情報アクセス 
 第 1 節  総則（第 3 条） 
 第 2 節  自動的な財務情報を含む報告の提出 
  第 1 款  報告金融機関及び非報告金融機関（第 4 条及び第 5 条） 
  第 2 款  登録手続及び除外される金融口座の種類（第 6 条） 
  第 3 款  報告されなければならない金融口座（第 7 条及び第 8 条） 
  第 4 款  金融口座の本人確認手続及び記録（第 9 条及び第 10 条） 
  第 5 款  サービス提供の利用（第 11 条） 
  第 6 款  実行担当者を通じた報告の提出（第 12 条） 
  第 7 款  租税回避防止（第 13 条及び第 14 条） 
 第 3 節  要求に基づく情報及び／若しくは証拠又は説明の提供（第 15 条） 
 第 4 節  公表（第 16 条） 
第 4 章  課税部門における法令の規定の実施の枠組みにおける財務情報アクセス 
 第 1 節  自動的な財務情報の提出（第 17 条ないし第 24 条） 
 第 2 節  要求に基づく情報及び／若しくは証拠又は説明の提供（第 25 条ないし

第 29 条） 
第 5 章  秘密保持（第 30 条） 
第 6 章  制裁賦課（第 31 条ないし第 33 条） 
第 7 章  雑則（第 34 条） 
第 8 章  経過規定（第 35 条） 
第 9 章  終則（第 36 条） 
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添付法令資料 5： 
 

外国人に対する賞付電子ゲームの経営に関する議定を合一する 
ベトナム財政省の合一文書（目次） 

2017 年 3 月 2 日付第 04/VBHN-BTC 号合一文書 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 4 条） 
第 2 章  賞付電子ゲームの経営活動組織（第 5 条ないし第 18 条） 
第 3 章  賞付電子ゲームの経営条件を満たす旨の証明書発給の条件及び手続・手順

（第 19 条ないし第 25 条） 
第 4 章  情報、広告及びプロモーション（第 26 条ないし第 28 条） 
第 5 章  財政、会計及び会計監査（第 29 条ないし第 31 条） 
第 6 章  国家管理、検査及び査察（第 32 条ないし第 34 条） 
第 7 章  行政違反処罰（第 35 条ないし第 50 条） 
第 8 章  施行条項（第 51 条及び第 52 条） 
 
 


